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議案第１０９号 

一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年１１月３０日提出 

                          上越市長  中 川 幹 太 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和４６年上越市条例第７５号）の一部を次の

ように改正する。 

第２２条第２項中「１００分の１２７．５」を「、６月に支給する場合においては  

１００分の１２７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１７．５」に、

「１００分の１０７．５」を「、６月に支給する場合においては１００分の１０７．５、

１２月に支給する場合においては１００分の９７．５」に改め、同条第３項中「１００分

の１０７．５」とあるのは「１００分の６０」を「１００分の１１７．５」とあるのは

「１００分の６５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６０」と、

「１００分の９７．５」とあるのは「１００分の５５」に改める。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２２条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２７．５、１２月に

支給する場合においては１００分の１１７．５」を「１００分の１２２．５」に、「、６

月に支給する場合においては１００分の１０７．５、１２月に支給する場合においては   

１００分の９７．５」を「１００分の１０２．５」に改め、同条第３項中「１００分の   

１２７．５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１１７．５」とあるのは

「１００分の６５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６０」と、

「１００分の９７．５」とあるのは「１００分の５５」を「１００分の１２２．５」とあ

るのは「１００分の６７．５」と、「１００分の１０２．５」とあるのは「１００分の 

５７．５」に改める。 

第２９条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改める。 

附 則 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条の規定 令和３年１２月１日 

⑵ 第２条の規定 令和４年４月１日 

 


